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京都府における地域創生の推進
※京都府HPより（抜粋）

平成26年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、同年12月に、国において「ま

ち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定

されました。

京都府においても、本格的な人口減少社会が到来する中で、安心して暮らし続けるこ

とができる地域共生社会の実現と交流拡大など京都力の発揮による地域活性化を図るた

め、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」等を踏まえ、人口ビジョン及び地域創生

戦略を策定することとしています。

■「地域創生」とは？

国では、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、

東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、

将来にわたって活力ある日本社会を維持していくことを「地方創生」としています。

京都府では、地域の実情に応じて、地域の持つ力をいかに活かしていくかが大きな

課題であり、地域を創生する戦略をたて、実行していくとの思いから、「地方創生」

ではなく、「地域創生」としています。

京都府地域創生本部

京都府では、地域創生に係る人口ビジョン、地域創生戦略の策定及び着実な推進に

当たり総合調整を行うため、知事を本部長とする「京都府地域創生本部」を設置しま

した。

京都府地域創生推進会議

京都府の人口ビジョン及び地域創生戦略の策定等に当たり、産業界・行政機関・大

学に加え、金融機関・労働団体・住民など関係者の方々に広く御意見をお聴きしなが

ら進めるため、京都府地域創生有識者会議を拡充し、京都府地域創生推進会議を設置

しました。

■人口ビジョン及び地域創生戦略の策定に向けての取組状況

人口の将来を展望する「京都府人口ビジョン」と平成27年度から５か年間の施策の

方向性を位置づける「京都府地域創生戦略」の素案をとりまとめ、平成27年７月15日

(水)から平成27年８月14日(金)まで意見募集を実施
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※「京都府の出生・死亡数、転入・転出数の推移」グラフは掲載省略
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　　※「年齢階級別」と「地域ブロック別」の人口移動の状況のグラフは掲載省略

※説明文のみ抜粋（グラフは省略）
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